
　

近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
寄
席
　
三
遊
亭
小
遊
三
・
春
風

亭
一
之
輔
二
人
会

日
３
月
12
日
㈰　

午
後
２
時
〜
（
午
後
１

時
30
分
開
場
）

場
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

出
演　

三
遊
亭
小
遊
三
さ
ん
（
落
語
家
）
、

春
風
亭
一
之
輔
さ
ん
（
落
語
家
）
な
ど

代
（
全
席
指
定
）
２
０
０
０
円
、
高
校
生

以
下
１
０
０
０
円※

未
就
学
児
は
入
場
不

可問
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
☎
992
・
１
０

０
１

交
通
・
防
犯
フ
ェ
ア

日
２
月
25
日
㈯　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
市
役
所
南
側
駐
車
場
お
よ
び
勤
労
者
体

育
館

内
白
バ
イ
・
消
防
車
・
バ
ス
の
展
示
・
撮

影
会
、
警
察
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
、
防
犯

グ
ッ
ズ
の
配
布
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
教
室
、

グ
ル
メ
コ
ー
ナ
ー
な
ど

問
交
通
防
犯
課
☎
930　
・
７
８
１
７

公
民
館
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

日
３
月
４
日
㈯
・
５
日
㈰　

午
前
９
時
〜

午
後
５
時※

５
日
は
午
後
４
時
ま
で

場
中
央
公
民
館

内
芸
能
・
音
楽
・
芸
術
作
品
の
発
表
や
展

示
、
模
擬
店
や
各
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど

問
中
央
公
民
館
☎
981
・
１
２
３
１

第
23
回
越
谷
梅
林
公
園
梅
ま
つ
り

日
３
月
４
日
㈯
・
５
日
㈰　

午
前
10
時
〜

午
後
３
時

場
越
谷
梅
林
公
園※

会
場
周
辺
に
駐
車
場

は
あ
り
ま
せ
ん
。
梅
ま
つ
り
開
催
期
間
中

は
、
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
北
越
谷

駅
か
ら
の
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

内
各
種
模
擬
店
な
ど

問
大
袋
地
区
セ
ン
タ
ー
☎
975
・
３
９
５
２

草
加
宿
つ
る
し
ひ
な
展

日
３
月
10
日
㈮
ま
で

場
歴
史
民
俗
資
料
館
（
月
曜
休
館
、
祝
日

の
場
合
は
翌
平
日
）

内
市
民
が
制
作
し
た
色
と
り
ど
り
の
つ
る

し
飾
り
の
ほ
か
、
収
蔵
品
の
７
段
飾
り
ひ

な
、
豪
華
な
御
殿
飾
り
、
源
氏
物
語
貝
合

わ
せ
な
ど
の
展
示

問
歴
史
民
俗
資
料
館
☎
922
・
０
４
０
２

■
一
般
書

「
鼠
、
嘘
つ
き
は
役
人
の
は
じ
ま
り
」　

赤
川　

次
郎　

著

「
竜
は
動
か
ず
」
上
・
下　
　
　
　
　
　

上
田　

秀
人　

著

「
喧
嘩
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
川　

博
行　

著

「
制
裁
女
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
堂　

冬
樹　

著

「
よ
る
の
ば
け
も
の
」　
　
　
　
　
　
　

住
野　

よ
る　

著

■
児
童
書

「
お
と
の
さ
ま
、
ス
キ
ー
に
い
く
」　
　

　
　

中
川　

ひ
ろ
た
か　

作

「
ジ
ョ
ー
ジ
と
秘
密
の
メ
リ
ッ
サ
」　
　

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ジ
ー
ノ　

作

「
オ
オ
カ
ミ
か
ら
犬
へ
！
」　
　
　
　
　

ハ
ド
ソ
ン
・
タ
ル
ボ
ッ
ト　

作
・
絵

「
こ
け
し
が
こ
け
て
」　
　
　
　
　
　
　

新
井　

洋
行　

作
・
絵

「
航
空
会
社
図
鑑
」　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
航
空　

監
修
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八
幡
・
八
條
図
書
館 

６
日
㈪
・
13
日
㈪
・
21
日
㈫
・
27
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
・
20
日
㈷

春
季
特
別
整
理
期
間

（
八
幡
図
書
館
）
６
日
㈪
〜
10
日
㈮

（
八
條
図
書
館
）
13
日
㈪
〜
17
日
㈮

■
３
月
の
休
館
日

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市

さ
ん 
ゆ
う  

て
い  

こ　

ゆ
う　

ざ

て
い 

い
ち　

の　
す
け

し
ゅ
ん
ぷ
う

特定保健指導を利用しましょう特定保健指導を利用しましょう

□問国保年金課☎○内 ８２５

　サービス残業がひどく今の会社を辞めたいのですが、社長は「代わ
りが見つかるまで退職させない」「辞めたら求人広告代の賠償を請求
する」などと言います。どうしたら辞められますか。会社から損害賠
償を請求されることはありますか。また退職した後で残業代を払って
もらうことはできますか。

　会社と従業員との間には雇用契約が存在しています。雇用契約を会
社側から一方的に打ち切る「解雇」は法的に制限されているのに対
し、従業員側から一方的に打ち切る「辞職」は、後述するルールに従
う限り自由であり、退職届を提出するなどして一方的に会社に退職の
意思を通知するだけで退職できます。
　「辞職」のルールは、①期間を定めない雇用契約（正社員など）の
場合と、②期間を定めた雇用契約（契約社員など）の場合とで異なり
ます。①の場合、辞める2週間前に会社に辞職を予告さえすれば、辞
職はいつでも自由です。会社の就業規則で2週間以上の期間を定めた
場合も、辞職の自由を奪うほど長い期間は無効です。②の場合、契約
満了時に従業員から更新しない自由があるのは当然として、契約期間
の途中には、「やむを得ない事由」があれば即時辞職でき、「やむを
得ない事由」がなければ辞職できません。ご相談の例のように、サー
ビス残業という明らかな違法行為が横行するなど就労環境への会社の
配慮が欠けるような場合、退職する「やむを得ない事由」があるとい
ってよいと考えます。なお②の場合も1回の契約期間が1年を超す場合
は、1年経過後は自由に辞職できます。
　上記のルールに従った辞職は正当であり、会社の同意を得ずに辞め
たからといって損害賠償の義務が生じることはありません。
　なお、会社の命令で残業した場合はその分の賃金（残業代）は退職
後でも請求できます。ただし、給料日から2年経った分は時効になり
ます。また、残業時間などの立証資料の確保は在職中から意識してお
くと良いでしょう。　

□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　北川（弁護士）

吉
川
市

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
12
日
㈰
・
26
日
㈰　

午
後

２
時
〜

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
５
日
㈰
・
19
日
㈰
・
26
日

㈰　

午
前
11
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
５
日
㈰
・
12
日
㈰
・
26
日

㈰　

午
後
２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
３
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

  

ね
ず
み　
　

 

う
そ　
　
　
　
　
　
　
　

や
く 

に
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

あ
か 

が
わ　
　
　

  

じ  

ろ
う

　
り
ゅ
う　
　

 

う
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

  

う
え   

だ　
　
　

 

ひ
で　

と

　

す
て 

ご
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　

 

く
ろ  

か
わ　
　
　

ひ
ろ 

ゆ
き

　

せ
い 

さ
い
お
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

し
ん 

ど
う　
　
　

ふ
ゆ   

き

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
み  

の

　   　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

な
か 

が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

ひ   

み
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

い
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

あ
ら   

い　
　
　

 

ひ
ろ  

ゆ
き

　

こ
う  

く
う 

が
い  

し
ゃ  

ず　

か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

に　

ほ
ん  

こ
う 

く
う

法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

事例

問題点と解決策

ブラック企業を辞めたい

　

ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

介
護
保
険
制
度
や
認
知
症
に
関
す
る
こ
と

な
ど
、
相
談
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら

　

高
齢
者
虐
待
は
行
わ
れ
る
場
所
が
自
宅

内
で
あ
る
な
ど
、
周
囲
か
ら
は
発
見
し
に

く
い
も
の
で
す
。
近
所
か
ら
怒
鳴
り
声
が

聞
こ
え
た
り
、
高
齢
の
方
が
急
に
痩
せ
た

り
な
ど
、
虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た

ら
、
長
寿
介
護
課
ま
た
は
お
近
く
の
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

連
絡
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

（
支
援
の
流
れ
の
例
）

①
虐
待
に
気
づ
い
た
方
が
長
寿
介
護
課
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
連
絡

②
長
寿
介
護
課
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
職
員
が
状
況
確
認
の
た
め
自
宅
、
施

　

高
齢
者
の
介
護
で
は
、
介
護
者
が
心
身

共
に
疲
労
し
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
虐
待
を
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
で
自
分
で
は
止
め
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

介
護
は
一
人
で
頑
張
ら
な
い
で

　

高
齢
者
の
介
護
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な

く
、
一
人
で
介
護
を
し
て
い
る
と
介
護
者

の
負
担
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
介
護
保
険
制
度
で
は
、
施
設
に
通
所

す
る
こ
と
に
よ
り
入
浴
・
食
事
な
ど
の
介

護
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
や
、
短
期
間
施
設
に
入
所
し
入
浴

・
食
事
な
ど
の
介
護
を
受
け
る
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
一

人
で
介
護
を
頑
張
ら
ず
、
介
護
保
険
制
度

の
利
用
を
お
考
え
く
だ
さ
い
。

設
な
ど
に
訪
問

③
介
護
者
と
相
談
し
な
が
ら
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
な
ど
の
必
要
な
支
援
を
行
う

問
長
寿
介
護
課
☎
○内
４
４
８

介
護
を
す
る
方
を
み
ん
な
で
支
え
ま
し
ょ
う

　八潮市の、特定健診の受診率は年々増加しています
が、特定保健指導の実施率は下降傾向にあります。
　健診結果を県内他市町村と比べると、メタボリック
シンドローム該当者が多い状況です。
　保健指導の通知が届いた方は、無料ですのでぜひ利
用して、健康管理に努めましょう。

特定健診・特定保健指導の受診率などの推移

■地域包括支援センター

東部地域包括支援センターやしお苑
（南川崎 210－1） ☎９９８－８８９５

名　称 担当地域

南部地域包括支援センター埼玉回生
病院（大原 455） ☎９９９－７７１７

大瀬、古新田、垳、大原、浮塚、大
曽根、大瀬 1～6丁目、茜町 1丁目

北部地域包括支援センターやしお寿
苑（八條 294－4）☎９３０－５１２３

八條、鶴ヶ曽根、八潮団地、伊草、
伊草団地、新町、緑町 3・5丁目

西部地域包括支援センターケアセン
ター八潮 （鶴ケ曽根 1184－4） 
☎９９４－５５６２

小作田、松之木、中馬場、上馬場、
西袋、柳之宮、南後谷、中央 1～4丁
目、緑町 1・2・4丁目、八潮 8丁目

二丁目、木曽根、南川崎、伊勢野、
八潮 1～7丁目

45.0%

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

30.2%

21.1%

11.1%
7.7% 8.7%

5.6%

32.2%
35.2% 37.2% 38.2%

保健指導実施率
特定健診受診率

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%


